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　発達障がいのある方の相談をはじめ、障害者総合支援法
や児童福祉法の各種サービスを利用することができます。

　このような背景を踏まえ、発達障がいについて社会全
体で理解して支えて行くために平成17年4月に発達障害
者支援法がスタートしました。
　この法律では、発達障がいを「自閉症、アスペルガー
症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多
動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症
状が通常低年齢において発現するもの」と定義し、支援
の対象となりました。









　発達障がいという言葉は、日常的に使用されていますが、自閉症、アスぺルガ

ー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥多動性障がい

（ＡＤＨＤ）、知的障がいなどがあり、状態像は多様であり、同じ診断名でも子ど

もの個性や、発達の状況、年齢、おかれた環境によって目に見える症状は異なり

ます。

　また、発達的には遅れや偏りがわずかであったり、部分的であったりすること

から、日常生活を送る上では、周囲に発達障がいと思われにくいため、「子どもが

ふざけている」「親のしつけがなっていない」といった誤解を受けやすい場合が

多くあり、親の育て方の問題から生じたと誤解されることも多いのですが、決し

て親の育て方の問題ではないことを理解してください。

　発達障がいの原因については、脳の発達の単純な遅れではなく、さまざまな要

因が関係しています。先天的な要因の大きい脳の発達の特徴で、親の育て方に原

因があるとか愛情不足によるということではありません。

　発達障がいのある人の理解をすすめる上で、それぞれの方に個性はあります

が、それぞれの方には活用できる能力があり、適切な配慮のもとでは、就労し社

会的な自立を成し遂げることができます。

知的な遅れを

伴うことも

ある

自  閉  症

広汎性発達障がい（PDD）

注意欠陥多動性障がい（AD/HD）

学習障がい（LD）

● 基本的に、言葉の発達の遅れはない

● コミュニケーションの障がい

● 対人関係・社会性の障がい

● パターン化した行動、興味・関心のかたより

● 不器用（言語発達に比べて）

● 言葉の発達の遅れ

● コミュニケーションの障がい

● 対人関係・社会性の障がい

● パターン化した行動、こだわり

●「読む」、「書く」、「計算する」等の能力が、

　全体的な知的発達に比べて極端に苦手

● 不注意（集中できない）

● 多動・多弁（じっとしていられない）

● 衝動的に行動する（考えるよりも先に動く）

アスペルガー症候群

※このほか、トゥレット症候群や吃音（症）なども

　発達障がいに含まれる。



※自閉スペクトラム症、自閉症スペクトラム障害（ASD）は、広汎性発達障がいとほ

ぼ同義で用いられます。





　子どもの行動で気になることや、不安なこと、育てにくさを感じ

る場合は、ひとりで悩まず相談してみるのもひとつの方法です。保

健所の乳幼児健診の際に、保健師に気軽に相談してみるのも良いで

しょう。

　また、児童発達支援を利用することもできますし、専門的な支援

を行う療育機関もあります。子どもが保育所や幼稚園に通園してい

る場合は、先生に相談してみるのも良いでしょう。必要がある場合

には、相談・支援機関や専門の医療機関もあります。

　また、就学にあたって、通常の学級か特別支援学級、あるいは、地

域の学校や特別支援学校に行くべきかを迷う場合には、気軽に教育

委員会や函館市南北海道教育センターに相談し、必要な情報を収集

し、その子の未来にとって最善の方法を一緒に考えていくことは大

切なことです。







発達障がいについて社会全体で理解して支えて行くために
平成17年4月に発達障害者支援法がスタートしました。
平成22年12月には障害者自立支援法一部改正法が制定され、
発達障がいが障害者自立支援法の対象となることが明記されました。
平成24年度からは、障がい児を対象とした福祉サービスは、
児童福祉法により対応することになりました。





　昭和４８（１９７３）年、「療育手帳制度について」により療育手帳の交付が始まりま

した。

　療育手帳は知的障がいのある人が、各種サービスを受けやすくすることを目

的に都道府県・指定都市が独自に要綱を策定して交付しています。そのため、自

治体によって、手帳の名称（たとえば、「愛の手帳」「愛護手帳」等）や障がい程度

の表示等が異なっていることがありますが、北海道では、手帳の名称を「療育手帳」

とし、障がい程度については、「Ａ（最重度、重度）」と「Ｂ（中度、軽度）」があります。

療育手帳の交付申請は函館市の窓口（福祉事務所障がい保健福祉課、福祉事務所

亀田福祉課または各支所の福祉課）で行います。１８歳未満の場合は北海道函館児

童相談所、１８歳以上の場合は道立心身障害者総合相談所で障がいの程度等の判

定を受け、その結果に基づき、北海道知事から交付されます。

　療育手帳を取得すると、下記のようなサービスを受けることができます。な

お、発達障がいについては、知的障がいがないことにより、知的障害者福祉法の

対象とならない場合が多いです。

①　特別児童扶養手当の支給（療育手帳がなくても申請は出来ます。）

②　心身障害者扶養共済への加入

③　国税、地方税の諸控除の減免

④　公営住宅の優先入居

⑤　ＮＨＫ受信料の免除

⑥　旅客鉄道株式会社などの旅客運賃の割引

⑦　生活保護の障害者加算

⑧　生活福祉資金の貸付

⑨　ＮＴＴの無料電話案内

⑩　携帯電話使用料の割引

⑪　公共施設の利用料割引

※療育手帳のほか、各種対象条件がある場合があります



７５

　療育手帳を取得すると、様々な優遇措置があり障害福祉サービスを利用

する際に簡易な手続きで利用することができます。



　年金制度における障がいの程度は、交付を受けている障害者手帳の級（程度）

とは認定基準が異なることから、障害者手帳の交付を受けている方が必ずしも

障害基礎年金を受給できるとは限りません。また反対に、障害者手帳の交付を受

けていなくても障害年金を受給できる場合があります。

　障害基礎年金の支給を受けるためには、年金事務所もしくは函館市の窓口（国

保年金課または各支所）で、請求書や診断書など必要書類を提出します。認めら

れれば、おおむね３ヶ月程度で年金証書が届きます。

　年金の額は、障害等級により異なりますが、年６回、偶数月にそれぞれの前月分

までの分が支払われます。

　障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中（保険料納付要件あり）、または被

保険者の資格を失った後でも、６０歳以上６５歳未満で日本国内に住んでいる間に、

初診日がある病気やけがにより障がい者となり、日常生活に制限を受ける状態

になったときに支給される年金です。

　障害基礎年金は、障がいの程度によって１級と２級に分かれており、原則とし

て障がい認定日に障がい等級表の１級または２級に該当する障がいの程度に

なっている時に支給されます。

　なお、障害基礎年金のうち、２０歳前障がいの障害年金の場合には、通常の障害

基礎年金の場合と違って、給付要件は問われませんが、一定の所得制限が設けら

れています。

●初診日…………

ことばの説明

障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師等

の診療を受けた日

●障がい認定日… 障がいの状態を定める日のことで、障がいの原因となった

傷病についての初診日から起算して１年６ヶ月を経過した

日、または１年６ヶ月以内に症状が固定した場合にはその日

●２０歳前障がい…２０歳前の年金未加入期間中に障がいの原因となった傷病

について初診日がある、または、先天性の知的障がい（精神

遅滞）

●障がいの程度…「１級」…他の人の介助を受けなければ日常生活のことがほ

　　　　とんどできないような障がいの程度

「２級」…必ずしも他の人の助けを借りる必要はないが、日

　　　　常生活は極めて困難で労働により収入を得ること

　　　　ができない障がいの程度





障害者総合支援法

概要

　自立支援法における障がい者および障がい児とは、いわゆる身体障がい、知的

障がいまたは精神障がいの３障がいに該当する方でしたが、平成２２年１２月に自

立支援法一部改正法が制定され、発達障がいの方も含まれることが明記され、

サービス利用がしやすくなりました。また、自立支援法は、平成２５年４月に改正

され、障害者総合支援法（以下、「総合支援法」という。）となりました。

　総合支援法による総合的なサービス体系は、自立支援給付と地域生活支援事

業で構成されています。

　自立支援給付は、全国一律のサービスです。この給付は、介護給付、訓練等給付、

自立支援医療、補装具の４つに分かれています。また、地域生活支援事業は、函

館市の責任で行われるサービスと北海道が行う専門性の高い事業や広域的な事

業に分かれています。

　利用の際の手続きはサービスによって異なりますが、利用の相談、申請は、函館

市の窓口（福祉事務所障がい保健福祉課、福祉事務所亀田福祉課、各支所の福祉

課）で行います。なお、障がい者が介護給付を希望する場合には、介護給付費の必要

度を表す「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。障害支援区分とは、６

段階の区分（区分１～６：区分６の方が介護給付の必要度が高い）からなっていま

す。

サービス体系

　障がい者（児）がその能力や適性に応じ、地域で安心して、自立した日常生活・

社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行う障害者自立支援法（以下、

「自立支援法」という。）が、平成１８年４月に施行されました。

　この法律は、障がいの種別（身体障がい・知的障がい・精神障がい）にかかわら

ず、一元化した制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。

　また、制度の安定的な運用を目指し、国と地方自治体が責任をもって費用負担

を行うことをルール化し、サービスを利用する人に利用に際して原則として１

割の自己負担を定め（各種軽減措置あり）、みんなで支え合う仕組みを取り入れ

ています。

対象となる障がい者（児）



●障害者総合支援法によるサービスの種類

●児童福祉法によるサービスの種類

地域生活支援事業

自
立
支
援
給
付

　児童福祉法の改正に伴い、平成２４年４月から障がい児の通所支援事業が見直され、

下記のとおりとなりました。

　身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童または精神に障がいのある児童（発達障がい児を

含む）　

※手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性を認められた児童も対象となります。

●居宅介護（ホームヘルプ）　　●重度訪問介護

●同行援護　　●行動援護 　　●重度障害者等包括支援

●短期入所（ショートステイ）　　●療養介護

●生活介護　　●施設入所支援

●自立訓練　　●就労移行支援　　●就労定着支援

●就労継続支援Ａ型、Ｂ型　　

●就労選択支援（令和７年１０月から）　　●自立生活援助　　

●共同生活援助（グループホーム）

●計画相談支援　　●地域移行支援　　●地域定着支援

●更生医療　　●育成医療　　●精神通院医療

●日常生活用具の給付　　●移動支援

●日中一時支援　　など

対象となる障がい児

　利用の手続きはサービスによって異なりますが、利用の相談や申請については、函館市の窓口（福祉

事務所障がい保健福祉課、福祉事務所亀田福祉課等）で受け付けています。利用にあたっては、所得に

応じて自己負担が生じる場合があります。また、１８歳以上の方が障害者総合支援法による介護給付を

利用する場合は、障害支援区分の認定を受ける必要があります。

サービスの利用方法

１ 児童発達支援

２ 放課後等デイサービス

３ 保育所等訪問支援

児童発達支援センター、児童発達支援事業所で未就学の障がい児に
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その
他必要な支援や肢体不自由児に治療を行います。

通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中におい
て、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行い
ます。

児童発達支援センター等の職員が、幼稚園や保育所等にいる児童に
対し、専門的な支援を行います。

区　　分 事 業 内 容

概 要

介 護 給 付

補装具費の支給

自立支援医療

相 談 支 援

訓 練 等 給 付



函館市福祉事務所　障がい保健福祉課相談支援・精神保健担当

函館市福祉事務所　亀田福祉課相談窓口

函館市子ども未来部　母子保健課（函館市総合保健センター）　

ぱすてる（障害者生活支援センター）

北海道函館児童相談所

ハローワーク函館

すてっぷ（道南しょうがい者就業･生活支援センター）

函館市南北海道教育センター

函館市東雲町４番１３号

函館市美原１丁目２６番８号

函館市五稜郭町２３番１号

函館市石川町９０番地７

函館市中島町３７番８号

函館市新川町２６番６号

函館市石川町９０番地７

函館市湯川町３丁目３８番３８号

0138-45-5482

0138-32-1533

0138-34-2611

0138-54-4152

0138-88-1320

0138-34-7177

0138-57-8251

0138-21-3302（身体・知的）
0138-21-3077（精神）

上記以外のことでも何か心配事がある時は、
まずは市の窓口へご相談下さい



※障害児通所サービスや日中活動系・居住系のサービスについては函館市で発行している『障がい福祉のしおり』をご参照下さい。

児童発達支援センターうみのほし

つくしんぼ学級

はこだて療育･自立支援センター　　はぐみ

にじのはし

にじのおと

函館市日乃出町27番3号

北斗市追分7丁目8番8号

函館市湯川町2丁目39番26号

七飯町本町3丁目18番12号

七飯町鳴川5丁目2番32号

0138-56-1541

0138-49-0699

0138-84-8591

0138-65-3800

0138-84-5810

児童発達支援センター

北海道自閉症協会道南分会

ＮＰＯ法人函館手をつなぐ親の会

函館市北美原3丁目2番10号

函館市若松町33番6号 函館市総合福祉センター内

090-9430-1348

0138-23-9566

親の会

はこだて療育･自立支援センター診療所

ゆうあい会石川診療所

函館中央病院　小児科（発達支援）

かとうメンタルクリニック

函館市湯川町2丁目39番26号

函館市石川町41番地2

函館市本町33番2号

函館市日吉町1丁目14番1号

0138-36-0500

0138-46-6641

0138-52-1231

0138-33-7000

医療機関

あおいそら（発達障害者支援センター）

つくしんぼ学級（こども発達支援センター）

北海道立特別支援教育センター

北海道教育大学附属特別支援学校

函館市石川町90番地7

北斗市追分7丁目8番8号

札幌市中央区円山西町2丁目1－1

函館市美原３丁目48番1号

0138-46-0851

0138-49-0699

011-612-5030

0138-46-2515

その他相談機関

（令和6年12月1日現在）











※市では、一人ひとりの子どもの社会的な自立を目指し、学校や保護者、関係機関との共通理

解を図り、連携しながら効果的な支援が行えるよう、療育カルテを参考にして「はこだて子

どもサポートシート」を作成しています。

障 が い 名 ・ 病 名

●「障がい名・病名」には、主たるものを記載します。
　また、診断に関わる経過を初診日や担当医師、相談内容について記載し、受診の
　経過を記録しておくと、20歳で障害年金の申請書を記入する際に役立ちます。

●「手帳等」には、判定を受けて、発行された内容を記載します。再判定を受けて、
　内容に変更があった場合は、加筆してください。

●公的な助成制度や手当の受給があれば、□にチェックします。

●「生育歴」には、母子手帳の情報を記載できます。検査については、実施した機

　関名や検査の種類、時期が解っていれば記載します。

●「療育・保育歴」には、就学前に利用した母子通園や幼稚園施設、児童施設、保育

　園、幼稚園の名称と期間、利用頻度（週○回）、担当者等を記載します。

●「教育歴」には、学校名や在籍学級、担任名、寄宿舎・通学バスの利用などの情報

　を記載します。

●「就労歴」には、会社名や施設名、担当部署と担当者名を記載します。

●「備考」欄には、ショートステイなどの公的な福祉サービスや母子療養、ボラン

　ティアの利用状況について記載します。



児童発達支援児童発達支援



任
意

五種混合（ジフテリア・百日
せき・破傷風・ポリオ・ヒブ）

水痘 ヒトパピローマウイルス 小児用肺炎球菌
１回・２回・３回・追加

Ｂ型肝炎
１回・２回・３回

ロタウイルス
（１価・５価）
１回・２回・３回

麻しん風しん混合
第１期・第２期

おたふくかぜ
１回・２回

二種混合

第２期

インフルエンザ

１回・２回・追加第１期
第２期

ＢＣＧ 日本脳炎
１回

１回・２回・３回・追加
１回・２回 （２価・４価・９価）

１回・２回・３回

（ジフテリア・破傷風）

●保険証の番号等の重要な情報を記載するので、取り扱いは十分配慮してくだ

　さい。

●「予防接種」については、年齢によって受けた予防接種が違い、各自治体の計画

　によりますので、母子手帳に記載してある予防接種をそれぞれ記載します。時

　期については、初回の年月を記載します。　

●「既往歴」には、治癒した病気やケガについて、時期もあわせて記載します。

●「備考」欄には、食べ物や薬などのアレルギーの他、皮膚炎や結膜炎、ぜんそく

　の状況といった、医療面で生活上配慮する事項について記載します。

●「治療状況」には、通院や入院、検査の状況、服薬の経緯、期間ごとの経過を記載

　します。

子ども医療

受給者証

受診状況〈通入院・検査〉



●「保護者の願い」には、教育への移行の方向性や保護者が願う将来像を記載しま

　す。

●「園での様子」には、自由遊びや設定遊び、制作の様子や身の回りのことのほか、

　社会性やコミュニケーションの現状、活動する上で配慮する運動機能や感覚等

　の特性について記載します。

●「目標の経過」には、重点目標の評価や達成状況、次期への方向性について記載

　します。

紙パンツ

記載者



●「保護者の願い」には、支援の方向性や進路、本人・保護者が願う将来像を記載

　します。

●「学校での様子」には、授業での学習の様子、課題への取り組み方、休み時間の

　過ごし方や身の回りのことのほか、社会性やコミュニケーションの現状、活動

　する上で配慮する運動機能や感覚等の特性について記載します。

●「目標の経過」には、重点目標の評価や達成状況、次期への方向性について記載

　します。

記載者



●職場での様子の「作業・仕事」については、どのような仕事の内容で、誰とどのく

　らいの量の作業をしていて、受けている支援の方法についても記録します。立

　ち仕事なのか、流れ作業なのか、道具や工具を使うのか、補助具やチェックリス

　トはいるのか、服装は制服か、持ち帰って洗うのか、更衣室やロッカーの利用は

　どうか等について記載します。

●「休憩・余暇」については、一日の中に何回何分ずつあって、それぞれどこでどの

　ように過ごしているのか。また、休日や連休の余暇の過ごし方や、利用している

　公共機関や仕事への影響についても記載します。

●「コミュニケーション」については、本人にどのように伝えるか、話し言葉なの

　か、文字なのか、絵なのか、写真なのか、具体物を渡すのかを記載し、本人の表出

　の方法についても同時に記載します。

●「対人関係」については、あいさつや話題の内容といった職場の上司や仲間との

　関係や、社会的な人との距離、場にあったマナーなどの現状を記載します。

●「自己管理」については、給料やお小遣いの使い方や貸し借り、持ち物の管理、出

　勤日などのスケジュールの管理、食事や睡眠などの健康管理の様子と必要とな

　る支援の方法を記載します。

●「その他」には、移動や運動、感覚などの特性へ配慮していることや、作業量や新

　しい作業内容の教え方、場所や順序の変更の伝え方、賞賛や注意の仕方などに

　ついて支援の方法を記載します。

●「特記事項」には、サークル活動や移動支援、ホームヘルプなどの福祉サービス

　の利用の他、ジョブコーチや就労・生活支援センターといった支援機関の利用

　の現状と支援の方法について記載します。



記載者







障 が い 名 ・ 病 名





五種混合（ジフテリア・百日

せき・破傷風・ポリオ・ヒブ）

水痘 ヒトパピローマウイルス 小児用肺炎球菌

１回・２回・３回・追加

Ｂ型肝炎

１回・２回・３回

麻しん風しん混合

第１期・第２期

おたふくかぜ

１回・２回

二種混合

第２期

インフルエンザ

１回・２回・追加第１期

第２期

ＢＣＧ 日本脳炎

１回

１回・２回・３回・追加

１回・２回 （２価・４価・９価）

１回・２回・３回

（ジフテリア・破傷風）

任 

意

ロタウイルス

（１価・５価）

１回・２回・３回

子ども医療

受給者証



通入院・検査



記載者



記載者



記載者



記載者



記載者
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記載者
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函館市福祉事務所障がい保健福祉課
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